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を
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省
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部
を
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す
る
省
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旧
対
照
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傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）

改

正

案

現

行

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ニ
に
該
当
す
る
も
の

一

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
も
の

の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ニ
に
該
当
す
る
も
の

三

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
も
の

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

グ
ラ
ム
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


